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はじめに
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本資料は、応募に関して定めている「公募要領」の内、NEDO公募事務局側で

特に重要と考えるものをピックアップしたものです。

応募の際には、本資料に限らず、「公募要領」を必ず確認ください。

本資料では、「個別課題推進スキーム」と「重点課題推進スキーム」の

2部構成としています。

• 「個別課題推進スキーム」：個別・重点課題共通と個別課題のみ
• 「重点課題推進スキーム」：個別課題との相違点のみ



2026年度公募要領の主な変更点
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変更箇所 変更内容

①

• 1.（2）対象となるエネルギー
• 1.（8）対象となるエネルギー効果量
• 1.（9）対象となる非化石使用量
• 3.省エネルギー効果量

 および非化石使用量算定の事前提出
・＜添付資料1＞省エネルギー効果量

 および非化石使用量の算出方法

非化石エネルギーへの転換に対する技術を追加
➡ 「非化石使用量」を新たに定義
➡ 費用対効果に「非化石使用量」を加算
➡ 非化石転換を含む提案は増エネでも提案可能
※非化石燃料に係数（0.8）を乗じた値で判定

➡ 省エネルギー効果量に加えて非化石使用量も算定し
て事前提出

② • 1.（3）技術開発フェーズ

技術開発費上限、事業期間、事業化目標時期、「フェー
ズの組合わせ」の変更
➡ 技術開発費上限
・実用化：3億円/年→5億円/年
・実証：5億円/年→10億円/年

➡ 事業期間
・重点課題フェーズⅡ：5年以内→3年以内

➡ 事業化目標時期
・実証：本開発終了後2年以内→終了後速やかに

➡ 「フェーズの組合わせ」
・重点課題フェーズⅡ：フェーズⅠとの組合せ
が必須→単独提案が可能

③
• 2.（1）応募要件
• 4.（2）提出書類

「GXに係る取組の実施」を追加
➡ 「CO2排出削減量」（様式9）を提出
➡ 「GXに係る取組申告書」（様式10）を提出
※FS調査、インキュベーション調査研究フェーズは
対象外



2026年度公募要領の主な変更点
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変更箇所 変更内容

④ • 4.（1）提出期限および提出方法
非化石エネルギーへの転換を含む提案の期限を延長
➡ 転換を含まない提案：3/17（火）正午締切
➡ 転換を含む提案：6/23（火）正午締切

⑤
• 3.省エネルギー効果量

 および非化石使用量算定の事前提出
• 4.（1）提出期限および提出方法

提出方法の変更
➡ 事前提出資料：事前提出フォーム→Email
➡ 応募資料：ウェブ入力フォーム（およびe-Rad）

→Jグランツ
➡ Jグランツの使用にはGビズIDの「GビズIDプライム

アカウント」又は「GビズIDメンバーアカウント」
が必要

⑥
• 4.（2）提出書類
• 4.（3）⑫GX率先実行宣言に関するエビデンス
• 5.（2）審査基準

GX率先実行宣言をしている場合に加点
➡ 「GX率先実行宣言参加企業一覧」に掲載されている

GX率先実行宣言のPDFファイルを提出

⑦
• 4.（2）提出書類
• 4.（3）⑭直近3年分の財務諸表

連結財務諸表の提出を追加
➡ 連結財務諸表を作成していない場合には、関係会社

個社ごとの単体財務諸表の提出を求める場合あり

⑧ • 4.（3）提案書類の作成
提案書本文（様式1）のページ数変更
➡ FS調査フェーズ：10ページ→8ページ



2026年度公募要領の主な変更点
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変更箇所 変更内容

⑨ • 5.（1）審査の方法

プレゼンテーション審査の内容、審査のプロセスを追加
➡ GXの実現に向けた研究成果の社会実装へのコミッ

トについても審査
➡ 経済産業省とNEDOにて合議し採否を決定

⑩ •＜添付資料4＞企業種別の定義
「中堅企業」定義の更新（資本金の条件を削除）

➡ 常時使用する従業員の数が2,000 人以下



1. 事業内容および公募対象

2. 応募要件・実施要件等

3. 省エネルギー効果量

および非化石使用量算定の事前提出

4. 応募方法

5. 採択先の選定

6. その他重要事項・留意事項

7. 問い合わせ先

8. その他

9. 掲載資料

【別紙】その他重要事項・留意事項

1. 応募にあたっての留意事項

2. 事業運営および実施に係る各種手続き

3. 法令遵守、研究不正への対応

＜添付資料 1＞ 

省エネルギー効果量

および非化石使用量の算出方法

（別表 1）エネルギー源別発熱量一覧表

＜添付資料 2＞「重要技術」一覧

＜添付資料 3＞「補助事業」のポイント

＜添付資料 4＞ 企業種別の定義

※個別課題推進スキーム、重点課題推進スキーム
固有の要件等については、それぞれ見出しに
 【個別】 、【重点】 を記載し区別します。
記載のない項目は両スキーム共通の内容と
なっております。 

公募要領 目次
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公募要領

個別課題推進スキーム
※特筆事項がない限り、重点課題推進スキームと共通



◼ 省エネ効果量および非化石使用量の

事前提出期間（必須）
＜非化石エネルギーへの転換を含まない提案＞

2026年2月9日（月）～2026年3月10日(火) 正午

＜非化石エネルギーへの転換を含む提案＞

2026年2月9日（月）～2026年6月16日(火) 正午

◼ 応募書類受付期間
＜非化石エネルギーへの転換を含まない提案＞

2026年2月9日（月）～2026年3月17日(火) 正午

＜非化石エネルギーへの転換を含む提案＞

2026年2月9日（月）～2026年6月23日(火) 正午

受付期間・問い合わせ先

8

＜問い合わせ先＞ 

「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・

社会実装促進プログラム」事務局

shouene@nedo.go.jp

※本資料に記載している日時は全て日本時間です。

配布資料



Jグランツでの公募受付について
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■ NEDOでは2025年12月に開始する公募からJグランツでの応募受付を行います。

■ Jグランツはデジタル庁が運営する補助金等の申請システムです。

■ Jグランツを利用する範囲は、申請受付～採択・不採択通知（選考結果の通知）です。

 結果の通知後は、NEDOプロジェクトマネジメントシステムをご利用いただきます。

※e-Radは、申請のタイミングが変わります。

配布資料



公募に関するスケジュールについて
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公募予告 公募期間

公募開始
2月9日（月）

公募締切
3月17日（火）正午

事前資料提出
3月10日（火）正午

非化石エネルギーへの転換を含まない提案

非化石エネルギーへの転換を含む提案

審査 契約・交付決定

2025年
12月26日

結果通知
5月下旬

公募期間 審査 契約・交付決定

Jグランツ Jグランツ

E-mail NEDO PMS
（およびe-rad）

公募開始
2月9日（月）

公募締切
6月23日（火）正午

事前資料提出
6月16日（火）正午

結果通知
8月下旬

NEDO HP

Jグランツ Jグランツ

E-mail NEDO PMS
（およびe-rad）

配布資料



（2）対象となる「エネルギー」
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⚫ エネルギー使用量削減、
非化石エネルギーへの転換に対する技術に対し補助

１．事業内容および公募対象



（4）技術開発フェーズの組み合わせおよび
事業期間中の審査
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◼ ＦＳ調査
◼ 他フェーズとの組み合わせ不可 

◼ インキュベーション研究開発
◼ 他のフェーズとの組み合わせが必須

◼ 実用化開発・実証開発
◼ 「実用化開発」および「実証開発」フェーズは、単独の場合、

事業期間2年以上が必要。他フェーズと組み合わせる場合、

事業期間1年での申請が可能

１．事業内容および公募対象

◼ 同一フェーズ3年以上の場合
◼ ３年又は４年事業は２年目終了前に、５年の事業は

３年目終了前に「中間評価」を実施

◼ フェーズを組み合わせた場合

◼ 現フェーズ終了前に「ステージゲート審査」を実施

個別課題推進スキームのみ
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「重要技術」に該当しない技術に関する提案

・ 「３．省エネルギー効果量および非化石使用量

算定の事前提出」に必要事項を記入し、期日までに

NEDOに提出

⇒ 応募の可否をNEDOで総合的に判断

１．事業内容および公募対象

（5）対象となる「重要技術」
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（6）省エネルギー政策の観点から特に意義の
大きい技術

１．事業内容および公募対象

「重要技術」の内、以下に該当する提案は、重点的に
採択する

•家庭の熱需要の省エネルギーに資する技術

•熱の有効利用による省エネルギー技術

（未利用熱の循環利用を促進するための関連技術を含む）

•データ処理の高効率化関連技術

（データセンター関連技術を含む）

•自動車のエネルギー消費効率等向上に資する技術

•AI/IoT 等のデジタル化技術の利活用

個別課題推進スキームのみ

※「省エネルギー政策の観点から特に意義の大きい技術」と「重要技術」の
関係については、次頁で参照



15

重点的に採択する５つの技術

１．事業内容および公募対象 個別課題推進スキームのみ

⚫ 家庭の熱需要の省エネルギーに資する技術 ：下図 ①（内、高効率給湯器に資する技術）
⚫ 熱の有効利用による省エネルギー技術 ：下図 ②（含、未利用熱の循環利用を促進するための関連技術）
⚫ データ処理の高効率化関連技術 ：下図 ③（含、データセンター関連技術）
⚫ 自動車のエネルギー消費効率等向上に資する技術 ：下図 ④
⚫ AI/IoT 等のデジタル化技術の利活用 ：下図 ⑤（内、工場等の生産現場の効率向上に資する技術）



（8）対象となる省エネルギー効果量
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以下を提案書に記載

・省エネルギー効果量と非化石使用量、

それらの合計

・2040年度時点

・販売開始から3年後時点

１．事業内容および公募対象

個別課題推進スキーム

省エネルギー効果量が

10万kL/年未満の場合でも提案可能

（次ページ以降参照）

個別課題推進スキームのみ

省エネルギー効果量 省エネルギー効果量＋非化石使用量

配布資料



『非化石使用量』の定義

“非化石エネルギーに転換した部分に相当する化石エネルギーの使用量”

①省エネルギー効果量 -20kL/個/年

②非化石使用量 100kL/個/年

①+② 80kL/個/年

（9）対象となる非化石使用量
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１．事業内容および公募対象

①省エネルギー効果量 50kL/個/年

②非化石使用量 50kL/個/年

①+② 100kL/個/年

・非化石エネルギーへの転換により

エネルギー使用量が減少するケース

・非化石エネルギーへの転換により

エネルギー使用量が増加するケース

配布資料



化石燃料を非化石燃料に転換する提案の

増エネ判断について

※非化石燃料に係数（0.8）を乗じた使用量が、

提案前後で増加していなければ、増エネではない

と判断して応募可能

（9）対象となる非化石使用量
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１．事業内容および公募対象

化石燃料
使用量

300kL/個/年
＞

化石燃料
使用量

200kL/個/年
＋

非化石燃料
使用量

120kL/個/年
× 0.8

【既存技術】 【提案技術】 96kL/個/年

配布資料



(参考)想定される省エネルギー効果量と非化石使用量の組み合わせパターン

①省エネルギー効果量 50kL/個/年

②非化石使用量 50kL/個/年

①+② 100kL/個/年

①省エネルギー効果量 60kL/個/年

②非化石使用量 240kL/個/年

①+② 300kL/個/年

①省エネルギー効果量 100kL/個/年

②非化石使用量 ー

①+② 100kL/個/年

（9）対象となる非化石使用量
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１．事業内容および公募対象

パターン（1） パターン（2） パターン（3）

配布資料



(参考)想定される省エネルギー効果量と非化石使用量の組み合わせパターン

①省エネルギー効果量 ー

②非化石使用量 50kL/個/年

①+② 50kL/個/年

①省エネルギー効果量 -20kL/個/年

②非化石使用量 300kL/個/年

①+② 280kL/個/年

①省エネルギー効果量 100kL/個/年

②非化石使用量 ー

①+② 100kL/個/年

（9）対象となる非化石使用量

１．事業内容および公募対象
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パターン（4） パターン（5） パターン（6）

配布資料



(参考)想定される省エネルギー効果量と非化石使用量の組み合わせパターン

①省エネルギー効果量 -20kL/個/年

②非化石使用量 120kL/個/年

①+② 100kL/個/年

①省エネルギー効果量 140kL/個/年

②非化石使用量 ー

①+② 140kL/個/年

①省エネルギー効果量 -40kL/個/年

②非化石使用量 280kL/個/年

①+② 240kL/個/年

（9）対象となる非化石使用量

１．事業内容および公募対象
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パターン（7） パターン（8） パターン（9）

配布資料



(参考)想定される省エネルギー効果量と非化石使用量の組み合わせパターン

①省エネルギー効果量 60kL/個/年

②非化石使用量 60kL/個/年

①+② 120kL/個/年

（9）対象となる非化石使用量
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１．事業内容および公募対象

パターン（10）

配布資料



（10）省エネルギー効果量が
10 万kL/年に満たない場合の費用対効果の考え方
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１．事業内容および公募対象 個別課題推進スキームのみ

※ 実用化開発フェーズ、

実証開発フェーズのみに適用

2040年度時点の省エネルギー効果量
をＸ万kL/年、非化石使用量をY万
kL/年とする場合

⇒ 各フェーズの上限額に(X+Y)/10

を乗じた金額を、1年あたりの技術

開発費上限の目安 (左図赤線)

例）実用化開発で、省エネ効果量と非化

石使用量の合計が5万kL/年の場合

⇒ 技術開発費上限：2.5億円/年

✓いずれかの年度において技術開発費が上限の目安を超える場合(上図
黄色部)、費用対効果(技術開発費に対する2040年度時点の
省エネルギー効果量)を踏まえた上で総合的に採否を判断する。

✓費用対効果に関してご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。

X

Y

配布資料



（1）応募要件
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２．応募要件・実施要件等

（実用化フェーズと実証開発フェーズ

および重点課題推進スキームのみ）

◼ GXに係る取組を「GXに係る取組
申告書」（様式10）に記載して提出

⇒「GXリーグ参加企業に求める取組」
と同様の取組が必要
https://gx-league.go.jp/rules/

・脱炭素（CO2削減）効果、目標
・それらを定量的に把握するための方法

など

◼ 本邦の企業・大学等で日本国内に
研究開発拠点を有していることが
応募要件
※国外の企業・大学等も参画する

 形で実施は可能
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（7）GXに関する取組への対応（実用化フェーズと
実証開発フェーズおよび重点課題推進スキームのみ）

【別紙】その他重要事項・留意事項 1. 応募にあたっての留意事項

（実用化フェーズと実証開発フェーズ

および重点課題推進スキームのみ）

以下のGXに関する取組への対応が

必要（様式10に記入）

■ 温室効果ガス排出削減のための取組

（※GXリーグに参加する場合は不要）
（ⅰ）Scope1およびScope2のCO2排出削減目標

の設定、排出実績と進捗状況の報告・公表

※「GXリーグ第三者検証ガイドラン」に則ること

＜（ⅰ）で掲げた目標が達成できない場合＞

（ⅱ）Jクレジット、JCMなどの国内温室効果ガス排出

削減に貢献する適格クレジットを調達

または、未達理由を報告・公表

■ 本事業を通じて自社の経営革新に

コミットしていけるように計画を示すこと

■ 賃上げ等、必要な人材の確保に向けた

取組

※「GXに係る取組申告書」（様式10）には

経営層の直筆サインが必要です。



（3）実施体制
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◼ 学術機関等から民間企業への
◼ 委託・共同研究は原則不可

◼ 実施体制が大学等のみで構成され
る提案は原則不可

◼ １名の
◼ 技術開発責任者(FS調査責任者)

を選出

◼ 技術開発責任者は、主任研究者
候補(委託先、共同研究先は除く)
から選出

２．応募要件・実施要件等 個別課題推進スキームのみ

共同研究先

代表提案者

・技術開発責任者
（主任研究者）

共同研究 委託

提案者

・主任研究者

委託先

例：連名提案の場合



（3）実施体制
※主任研究者、技術開発責任者、委託、共同研究
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◼ 委託
提案者と異なる研究開発項目を実
施

◼ 共同研究
提案者と同じ研究開発項目を実施

◼ 主任研究者
◼ 補助事業の遂行を管理

◼ 技術開発責任者
◼ 定義は主任研究者の通り

技術開発責任者が所属する法人
を「代表提案者」と呼称

２．応募要件・実施要件等



（4）補助対象費用
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◼補助の対象となる費用は、当該事業の

研究開発に直接関わる経費

Ⅰ. 機械装置等費

Ⅱ. 労務費

Ⅲ. その他経費

Ⅳ. 委託費・共同研究費

◼消費税は補助対象外

◼研究員費（労務費）は、原則健保等級

により算定

２．応募要件・実施要件等

（後略）



（4）補助対象費用
委託研究費・共同研究費について

29

◼委託・共同研究費は、補助事業者ごとの

年間技術開発費の50%未満

◼共同研究先が学術機関等の場合、

◼費用はNEDOが100%補助

◼※上限あり：「補助事業者ごとの年間

技術開発費の1/3」、又は「5,000万

円」のいずれか低い額

◼提案者と委託・共同研究先間の契約に

おいて、費用は提案者が全額負担（消

費税含）する契約とすること

２．応募要件・実施要件等

（中略）



（1）提出期限および提出方法
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◼ 省エネ効果量および非化石使用量の

事前提出 ※必須

「３.省エネルギー効果量および非化石使用量算定の事

前提出ー(2)提出書類」（次ページ参照）を記入の上、

E-mail（shouene@nedo.go.jp）にて提出

※通常2~3日以内にNEDOよりフィードバックします。

※計算方法は公募要領<添付資料1>を参照ください。

※NEDO確認後も省エネ効果量および非化石使用量、記載

情報の変更は可能です。

【事前提出期限】 ※提案書提出期限の1週間前

＜非化石エネルギーへの転換を含まない提案＞

2026年2月9日（月）～2026年3月10日(火) 正午

＜非化石エネルギーへの転換を含む提案＞

2026年2月9日（月）～2026年6月16日(火) 正午

３．省エネルギー効果量および非化石使用量算定の事前提出

E-mailに①～⑥を記載、

⑦提出書類を添付して提出

※提出後、事務局（shouene@nedo.go.jp）から

確認メールを送付



（2）提出書類
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◼ 事前提出書類は2種類

提案書ファイルA(PDF形式ファイル)、提案書ファイル

B(excel形式)をE-mailで提出

※確認対象は省エネルギー効果量計算フォーマットのみ

◼ 様式１．提案書本文（提案書ファイルA）
• 要旨

• 省エネルギー効果量および非化石使用量

※【個別】は1-7項、【重点】は1-8項

◼ 基本情報（提案書ファイルB）
• 基本情報シート（シート「基本情報」）

※31行目まで

• 省エネルギー効果量計算フォーマット

（シート「（参考）省エネ効果量および非化石使

用量」）

※事前確認の提出時点から提案書提出までに、NEDOの

フィードバックを含め、内容を修正することは可能です。

３．省エネルギー効果量および非化石使用量算定の事前提出

（中略）



（1）提出期限および提出方法
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【提出期限】
＜非化石エネルギーへの転換を含まない提案＞

2026年2月9日（月）

～2026年3月17日(火) 正午
＜非化石エネルギーへの転換を含む提案＞

2026年2月9日（月）

～2026年6月23日(火) 正午

• 電子申請システム『Jグランツ』から

申請

※期限までに受理されなければ、いか

なる理由があろうとも無効となる。

４．応募方法

※提案書を受理した際に、連絡担当者宛

に提案受理メールを送付



（1）提出期限および提出方法
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◼ Jグランツの使用にあたって
事前にGビズIDの

「GビズIDプライムアカウント」または

「Gビズメンバーアカウント」が必要

※GビズIDの取得は2週間以上かかる場

合もあるため、未取得であれば余裕をもっ

て登録手続きを実施

【参考】

NEDO事業の公募におけるJグランツでの応募

受付について
https://www.nedo.go.jp/koubo/ZZAN_100061.html

４．応募方法



（2）提出書類
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◼NEDOの定めた様式を使用し、日本語で作成

◼提出ファイルは提出書類毎(PDF 形式等)に
作成

・様式1(提案書本文)、様式10：wordで作成し、
 PDF化
・基本情報、様式1別紙、様式2～9：excelで作成
し、PDF化 ※excelも提出すること

※一つのzipファイルにまとめて、Jグランツで申請

４．応募方法

※インキュベーション研究開発の場合、次フェーズ
に移行する際に提出
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（3）提案書類の作成

提案書本文ページ数

・ 応募タイプS（FS調査）は

 8ページ以内

・ それ以外は16ページ以内

※ ページ超過分は審査の対象には

なりません。

４．応募方法

①提案書本文

個別課題推進スキームのみ
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公正な採択審査の徹底

・採択審査委員の選定段階で、

  提案者の利害関係者を排除

※利害関係者に限らず、採択審査委員

には、提案情報を審査以外の目的で利

用することを禁じております。

４．応募方法

⑤利害関係の確認について（様式５）

（3）提案書類の作成

④その他の研究費の応募・受入状況（様式4）

◼ 実施体制内のすべての法人ごとに、

◼ 主任研究者が現在受けている、

◼ あるいは申請中・申請予定の研究費

状況を記載してください。

◼ 他機関における役職について記載し

てください。

（後略）
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代表提案者(代表法人)について賃金

引上げ計画がある場合、審査時に加点

措置を行います。

加点を希望する場合は、様式7による

表明書をご提出ください。

（3）提案書類の作成

４．応募方法

⑦（該当者のみ）事業開始年度の賃金を
引き上げる旨の表明資料（様式7）
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４．応募方法

（3）提案書類の作成

(24年度公募より追加)

◼ 実施体制の提案法人について、以下のワー

ク・ライフ・バランス等推進企業に関する認

定状況を記載ください。

◼ 加点を希望する場合は、様式8を提出くださ

い。

・女性活躍推進法に基づく認定

（えるぼし）

・次世代育成支援対策推進法に基づく認定

（くるみん）

・若者雇用促進法に基づく認定

（ユースエール）

⑧（該当者のみ）ワーク・ライフ・バランス等
推進企業に関する認定等の状況（様式8）
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(本公募より追加)

・GXに係る取組を「GXに係る取組申告書」に
記載して提出（様式10）

・経営層の方の直筆サインが必要

「２．応募要件・実施要件等（1）応募要件」を参照

４．応募方法

（3）提案書類の作成

⑩（実用化フェーズと実証開発フェーズ、および重点課題推進スキームのみ）
次期GXに係る取組申告書（様式10）

(本公募より追加)

国内CO2排出削減量を算出して提出

（提案書ファイルB 様式9）
※インキュベーション研究開発フェーズは参考として算出

FS調査フェーズは提出不要

⑨CO2排出量削減量（様式9）
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４．応募方法

（3）提案書類の作成

(23年度追加公募より追加)

省エネ法の任意開示制度への参画宣言をして

いる場合、審査時に加点措置を行います。

加点を希望する場合は、経済産業省

から送付された登録完了メールの写しをご提

出ください。

⑪（該当者のみ）省エネ法定期報告情報の開示
制度への参画宣言に関するエビデンス

(本公募より追加)

GX率先実行宣言をしている場合、審査時に

加点措置を行います。

加点を希望する場合は、「GX率先実行宣言

参加企業一覧」に掲載されているGX率先実

行宣言のPDFファイルをご提出ください。

⑫（該当者のみ）GX率先実行宣言に関するエビデンス

https://gx-league.go.jp/action/declaration/

https://gx-league.go.jp/action/declaration/

「GX率先実行宣言参加企業一覧」 リンク先
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４．応募方法

（3）提案書類の作成

(本公募より変更)

連結財務諸表は、作成している場合のみ提出

※作成していない場合

関係会社個社ごとの単体財務諸表の提出を

求める場合があります。

⑭直近3年分の財務諸表

(25年度公募より追加)

J-Startup、J-Startup 地域版に選定さ

れている企業については、加点措置を行います。

加点を希望する提案者は、下記ページ等から

提案者に関する画面のスクリーンショットを撮り、

ご提出ください。

⑫（該当者のみ）J-Startup、J-Startup 地域版に
選定された企業であることに関するエビデンス
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応募書類に不備がある場合、
提出期限までに修正すること

※期限以降は修正不可

４．応募方法

（4）提出にあたっての留意事項

提出前に必ず『応募書類等
提出時チェックシート（2026 
年度公募版）』にて確認する
こと

（次ページで説明）

Jグランツでの申請が困難な
場合には、提出期限前までに
公募事務局まで連絡



2026年度公募版

様式不備による不受理を防ぐため、応募書類等のご提出前に必ずご確認のうえ、応募書類と一緒にご提出ください。

分類 様式名等 項目名 No. 確認事項 日付

全般 1
GビズIDのプライムまたはメンバーアカウントを取得し、Ｊグランツが利用できるか？

　※ GビズIDの登録手続きに2週間以上要することがあるので、余裕を持って行ってください。

【共通項目】 2 研究開発課題名が提案書ファイルB「基本情報」シートの「技術開発テーマ名/FS調査テーマ名」と一致しているか？

【応募時予算額】 3
補助事業に要する経費（テーマ全体の合計）および補助対象経費（テーマ全体の合計）が提案書ファイルB「確認Ａ」シートと一致し

ているか？

事前提出 4

下記提出書類に必要事項を記載し、事前提出したか？

提案書ファイルA：「要旨」「1-7項または1-8項 省エネルギー効果量および非化石使用量」：PDF形式

提案書ファイルB：「基本情報」シート（※31行目まで）、「（参考）省エネ効果量および非化石使用量」シート（省エネルギー効果量計

算フォーマット）：Excel形式

NEDO回答の確認 5
上記事前提出に対するNEDOからの回答内容を確認したか？

　※　確認終了後であっても、提案書の最終提出までは省エネ効果量は修正可能

7 提案書ファイルAのフォーマットは正しい応募タイプのフォーマットを使用しているか？

8

ページ数が公募要領での規定内か？

　※　個別課題推進スキームの場合は16ページ以内（ただしFS調査フェーズの場合は8ページ以内）、重点課題推進スキームの場

合は26ページ以内

9 書き出しページが1ページ目になっているか？

前書き(Word) 10
「応募タイプ」「技術開発テーマ名/FS調査テーマ名」は、提案書ファイルB「基本情報」シートの「応募タイプ」「技術開発テーマ名

/FS調査テーマ名」と一致しているか？

1-2-2or1-3-2. 価格目標(Wo rd)

( Exc e l： (参考)価格目標)
11

様式1に、必要事項を記載した提案書ファイルB「（参考）価格目標」シートのキャプチャーが添付されているか？

その際、赤丸部分(●)に適切な単位や想定する年数が記載されているか？

　※　応募タイプD,E,F,Tのみ該当

1-7or1-8. 省エネルギー効果量

および非化石使用量(Wo rd)

( Exc e l： (参考)省エネ効果量

お よび非化石使用量)

12

説明の内容と表中の値が整合しているか？

提案書ファイルB「（参考）省エネ効果量および非化石使用量」シートと整合が取れているか？

想定市場１～３で増エネになっていないか？

　※　確認終了後であっても、提案書の最終提出までは省エネ効果量は修正可能

13 提案者／委託先／共同研究先が明記されているか？　左記以外の法人の記載が無いか？

14 重点課題推進スキームの場合、複数企業の連名提案となっているか？　普及を促進する組織・団体等が含まれているか？

15

連名提案で委託先／共同研究先がある場合、図上で上部に記載された提案者と下部に記載された委託先／共同研究先が正しい

対応で線によって結ばれているか？　また図内の各法人の事業参画タイミングが、提案書ファイルB「様式２」シートの記載と一致し

ているか？

16 技術開発項目／調査項目毎の必要経費は、担当毎（含委託先・共同研究先）、年度毎に記載されているか？

17 縦／横の合計額が一致しているか？

18 年度毎の合計金額が提案書ファイルB「様式2」シートの技術開発費と一致しているか？

19 提案書ファイルB「確認A」シートと整合が取れているか？

20 合意者は、提案者の代表者となっているか？

21 連名提案の場合、提案者全員の代表者氏名が書かれているか？

22
「技術開発テーマ名/FS調査テーマ名」は、提案書ファイルB「基本情報」シートの「技術開発テーマ名/FS調査テーマ名」と一致して

いるか？

法人分類 23 法人分類は公募要領内の定義に合致するものが選択されているか？

会計監査人 24 会計監査人（公認会計士または監査法人）名の欄に、（誤って）社内監査役員、会計事務所を記載していないか？

業種名 25 業種名は分類コードに対応したものになっているか？

26 各主任研究者の経歴は1ページ以内に収まっているか？

27 委託先／共同研究先の主任研究員の経歴は記載されているか？

⑦ 様式5 利害関係確認情報 28 「技術的なポイント」が漏れなく記載されているか？

⑧ 様式7

(加点を希望する該当者のみ)

事業開始年度の賃金を引き上げる旨

の表明資料

29

給与等受給者一人当たりの平均受給額を、事業開始年度（又は暦年）に、対前年度（又は前年）と比べて、大企業は3％、中小企業

等は1.5％以上増加させることを表明し、公表しているか？又は事業開始までに公表予定があるか？

　※　事業開始日となる交付決定は6～7月頃を予定

⑨ 様式9 CO2排出削減量の算出 30
各想定市場で削減するエネルギーの種類を選択し、CO2排出削減量が算出されているか。

　※　インキュベーション研究開発は参考、FS調査は算出不要

31 赤いセル（NG）がないことを確認したか？

32 オレンジ色のセル（要注意）は内容に問題がないことを確認したか？

確認B 33 表示内容を確認したか？NGが解消されE2セルに「OK」が表示されているか？

34 基本情報

35 様式1別紙

36 様式2

37 様式3

38 様式4

39 様式5

40 様式6

41 様式7（加点を希望する該当者のみ）

42 様式8（加点を希望する該当者のみ）

43 様式9（インキュベーション研究開発は参考、FS調査は提出不要）

44 様式1．提案書本文：PDF形式

45 基本情報：PDF形式

46 様式1別紙．技術開発責任者／FS調査責任者、主任研究者等：PDF形式

47 様式2．提案書要約版：PDF形式

48
様式3．主任研究者 研究経歴書：PDF形式

　※　連名提案の場合は提案者毎に必要。委託先・共同研究先がいる場合は委託先・共同研究先毎に必要。

49 様式4．その他の研究費の応募・受入状況：PDF形式

50 様式5．利害関係の確認について：PDF形式

51 様式6．事業成果の広報活動について：PDF形式

52 様式7．事業開始年度の賃金を引き上げる旨の表明資料：PDF形式                                （加点を希望する該当者のみ）

53 様式8．ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況について：PDF形式       （加点を希望する該当者のみ）

54
様式9．CO2排出削減量算出：PDF形式

　※　実用化開発、実証開発、重点課題推進スキームは必須、インキュベーション研究開発は参考、FS調査は提出不要
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様式10．GXに係る取組申告書：PDF形式

　※　実用化開発、実証開発、重点課題推進スキームは必須、インキュベーション研究開発、FS調査は提出不要。ただし、インキュ

ベーション研究開発は次フェーズに移行する際に提出すること。

56
省エネ法定期報告情報の開示制度への参画宣言に関するエビデンス：PDF形式等       　   （加点を希望する該当者のみ）

　※　経済産業省から送付された登録完了メールの写しを提出すること。
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GX率先実行宣言に関するエビデンス：PDF形式等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加点を希望する該当者のみ）

　※　GX率先実行宣言企業一覧のサイトからダウンロードして提出すること。インキュベーション研究開発、FS調査は加点対象外

のため提出不要。
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J-Startup、J-Startup地域版に選定された企業であることに関するエビデンス：PDF形式等  （加点を希望する該当者のみ）

　※　J-Startup ウェブサイトより提案者に関する画面のスクリーンショットを提出すること。

59 会社案内（会社経歴、事業部、研究所等の組織等に関する説明書）：PDF形式等

60
直近の事業報告書：PDF形式等

　※　作成していない場合は、その旨を記載したテキストファイルを提出すること。

61

直近3年分の財務諸表（原則、円単位： 貸借対照表、損益計算書、（製造原価報告書（※1）、販売費及び一般管理費明細書を含

む）、株主（社員）資本等変動計算書（※1,2））：PDF形式等

　※1　作成していない場合は、その旨を記載したテキストファイルを提出すること。

　※2　会社法で定める株式会社、合同会社、合資会社及び合名会社に該当する場合にのみ提出すること。

62
（外国企業等と連携している、又はその予定がある場合）当該外国企業が連携している、又は関心を示していることを表す資料：

PDF形式等

63 提案書ファイルB：Excel形式

64 日付記入済の応募書類等提出時チェックシート（本シート）：PDF形式

65 （全体が揃ったことを確認後、最後に日付記入）

⑫
応募資料等

様式全般

アップロードするzipファイルに

含まれていることを確認

主任研究者研究経歴書様式3⑥

⑪
Excelシートの

PDF出力

PDF出力したファイルで全情報

が読み取れるよう、Excelの行

列を拡張しているか確認

公募説明会　資料3「提案書様

式の入力方法」も参考にして、

空白ページがPDF出力されて

いないか確認

⑤
様式2

提案書ファイルB

( Exc e l )

⑩ 確認シート
確認A

④
様式1

提案書ファイルA

(Wo rd)

全般(Word)

3-1. 実施体制図（Word)

4. 技術開発計画（技術開発予

算と研究員の年度展開）／4.

調査計画（FS調査予算と研究

員の年度展開）（Word)

5-3. 提案書提出に際しての合

意(Word)

③
基本情報

提案書ファイルB

( Exc e l )

「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム」応募書類等提出時チェックシート

②

省エネルギー

効果量算定の

事前提出

GビズID取得

Jグランツ利用
①

重要技術/技術開発課題 6

「重要技術」が適切に（該当がない場合は「該当なし」が）選択されているか？

該当なしの場合、NEDOへの事前確認がなされているか？

（重点課題推進スキームの場合は「技術開発課題」が選択されているか？）

応募書類等提出時チェックシート補足説明
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大きく分けて資料作成のマイルストーンは4回

（非化石エネルギーへの転換を含まない提案の場合）

◼ 分類①(水色)No.1~4

◼ GビズID取得、Jグランツ利用

◼ ※所属研究機関の登録手続きには２週間以上かかる場合が有るので、

下記期日を目安に対応すること。

◼ 例：提出期限の２週間＋α前の2/26(木)など

◼ 分類②(黄色)No.5~6

◼ 省エネ効果事前提出(3/10(木)正午まで)

◼ ※NEDOと調整しながら提出期限までに仕上げる。

◼ 分類③~⑩(緑色)No.7~34

◼ 提案書ファイルA(word),B(excel)を記入

◼ 例：提出期限２～３日前の3/12(木)など

◼ 分類⑪~⑫(赤色)No.35~66

◼ 体裁を整えた上で様式毎のPDFファイルを出力

◼ ※提出期限：3/17(火)正午まで

（注意事項）
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＜審査について＞

◼ FS調査（応募タイプS）以外のすべての

応募タイプで、プレゼンテーション審査を行

う場合があります。

◼ 応募資料と合わせ、プレゼンテーション資料

を予めご準備ください。
◼ ※プレゼンテーションの日程をお伝えしてからプレゼン

テーション資料提出、及びプレゼンテーション実施ま

で、十分な期間を確保できない可能性があります。

◼ 実用化開発フェーズと実証開発フェーズお

よび重点課題推進スキームはGXの実現

に向けた研究成果の社会実装へのコミット

についても審査します。 また審査の過程で

経済産業省とNEDOにて合議し採否を決

定します。

◼ プレゼンテーション審査の詳細は、

◼ NEDO事務局より別途ご連絡します。

５．採択先の選定

（1）審査の方法 
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該当フェーズの審査基準(次ページ参照)

を満たすように提案書を作成ください。

５．採択先の選定

（2）審査基準

全スキーム・フェーズ共通部分として、以下の
要素で加点を行います。

•賃上げを実施することを表明した企業等

•女性活躍推進法に基づく認定企業
/次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業
/若者雇用促進法に基づく認定企業

•省エネ法定期報告情報の開示制度への参画を
宣言している企業等

•GX率先実行宣言をしている企業等

•中堅・中小・ベンチャー企業又はJ-Startup、
J-Startup 地域版に選定された企業が直接
助成先であり、研究開発遂行や実用化・事業化
にあたっての重要な役割を担っている場合

• 「省エネルギー・非化石エネルギー転換技術戦略
2024」の「省エネルギー政策の観点から特に意義
の大きい技術」に該当する提案
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５．採択先の選定

（2）審査基準
採択審査におけるスキーム・フェーズ毎の審査基準

<個別課題推進スキーム
…FS調査フェーズ>

＜個別課題推進スキーム
…インキュベーション研究開発フェーズ、

 実用化開発フェーズ、
 実証開発フェーズ＞

＜重点課題推進スキーム
…フェーズⅠ、フェーズⅡ＞

⚫ 表形式で記載

※FS調査フェーズ、インキュベーション研究開発フェーズ
以外は、GXの実現に向けた研究成果の社会実装への
コミットについても審査します。
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５．採択先の選定

（2）審査基準
※独自性・優位性・革新性の定義

審査基準の中で重要な項目

◼ 独自性
独自の技術・ノウハウを持っていること

◼ 優位性
国内外の競合技術又は競合他社に
対して優れていること

◼ 革新性
飛躍的な性能向上、低コスト化等が
期待できること
※下記(a)～(e)いずれかの方法を通じて

(a) 新たな原理の活用、既存技術の新分野での
活用

(b) 新たな製造プロセスの創出

(c) 確立した要素技術を活用した新たなシステム
の創出

(d) 新たな制御技術・アルゴリズムの創出

(e) 上記以外を通じて、飛躍的な性能向上、
低コスト化等が期待できる方法
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◼ 採択されたテーマの概要については、

◼ 原則公開します。

◼ 公開資料の作成については、

◼ NEDO事務局より別途ご依頼します。

５．採択先の選定

（3）採択先の公表および通知

◼ 必要に応じてニュースリリースを行う

場合があります。

◼ 採択事業者が採択に係るニュース

リリース等を実施する場合は事前に

ご相談ください。
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2つの選定スケジュールそれぞれに、

締め切りが２つあります。

ご注意ください。

５．採択先の選定

（4）選定スケジュール 

◼応募資料と合わせ、プレゼンテーション資料を予め

ご準備ください。
◼ ※プレゼンテーションの日程をお伝えしてからプレゼンテーション資料

提出、及びプレゼンテーション実施まで、十分な期間を確保でき

ない可能性があります。
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お問合せは、公募締切日の1営業日前の正午までです。

問い合わせは電子メールのみで受け付けます。(日本語のみ、電話・FAX不可)

※希望者にはメールで調整の上、面談可能

７．問い合わせ先



51

（3）「不合理な重複」および「過度の集中」の排除

（後略）

「不合理な重複」、又は

「過度の集中」が認められる場合

⚫ 採択を行わないことがある

⚫ また採択後に判明した場合には、

採択取り消し又は減額すること

がある

【別紙】その他重要事項・留意事項 1. 応募にあたっての留意事項
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◼  採択された事業者は、

e-Radへの登録・申請が必要

※所属研究機関の登録手続きに２週間以

上かかる場合があります。

注１：

e-Radは、別途手続きが必要です。

「NEDO 事業への応募の際のe-Rad の手

続きについて」のリンクから情報をご確認くだ

さい。

注２(再掲)：

応募書類の提出先はE-mail

（shouene@nedo.go.jp）です。

※提出先は、e-Radではありません。

【別紙】その他重要事項・留意事項 2. 事業運営および実施に係る各種手続き

（2）採択後の各種事務手続き

②府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録手続き
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◼ 採択後、交付申請書を提出

◼ 採択決定後、提案者の判断で実施

体制を変更することは、特別な理由が

ある場合を除き不可

◼ 提案時の技術開発費について、年度

毎の総額を超えた申請は不可

【別紙】その他重要事項・留意事項 2. 事業運営および実施に係る各種手続き

（2）採択後の各種事務手続き

③補助金の交付申請および交付決定

⑥終了時評価の実施
◼ テーマ終了後に終了時評価を実施い

たします。

④補助事業の実施 ◼ 年度毎に実績報告書を提出
（実用化開発フェーズと実証開発フェーズ

および重点課題推進スキームを実施する場合）

◼ 事業終了1年前までに、経営者がコ

ミットした投資計画（投資額、実施

体制、等）を提出
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◼ 開発成果について、追跡調査がござ

いますので、ご協力をお願いします。

【別紙】その他重要事項・留意事項 2. 事業運営および実施に係る各種手続き

（5）追跡調査・評価
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(2024年度公募から追加)

＜特許出願の非公開制度＞
公にすることにより国家および国民の安全を損

なう事態を生じるおそれのある技術情報は、

原則NEDOに提示しないでください。

※上記は公募の提出書類にも適用されます

ので、十分にご注意ください。

※提案書ファイルA（5-3.提案書提出に際

しての合意）に署名すること。

【別紙】その他重要事項・留意事項 3. 法令遵守、研究不正への対応

（2）特許出願の非公開に関する制度の留意点
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◼ 指標Ａ1：単位当たりの省エネルギー効果量

⇒成果物１つ当たりのエネルギー削減量

◼ 指標A2：単位当たりの非化石使用量

⇒成果物１つ当たりの非化石使用量

◼ 指標Ｂ：2040年度時点の市場導入（普及）量

※単位当たりエネルギー削減量、非化石使用量および市場

導入量が算出困難な場合は、エネルギー削減率と全体

のエネルギー消費量から効果量を算出することも可能

◼ 原油換算：発熱量1MJ＝原油2.58×10-5kL

◼ 機器の消費電力を熱量換算する場合：

◼ 電力受電端発熱量8.64MJ/kWhを使用

◼ エネルギー全体の使用の合理化が伴わない非化石エネ

ルギーへの転換は対象外

ただし、非化石燃料に係数（0.8）を乗じた使用量が

事業前後で増加していなければ応募可能

※計算に用いる数字は客観的データを基に使用してくださ

い。また、市場の規模や占有率の予測は根拠を明記してく

ださい。

<添付資料１>
省エネルギー効果量および非化石使用量の算出方法

配布資料
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<添付資料３>「補助事業」のポイント

個別課題推進スキームのみ

３．企業化状況報告書：交付規程 第24条
◼補助事業者に補助事業の完了年度の翌年度以降5年、

◼当該補助事業に係る過去１年間の企業化状況について、

◼ 報告書を提出させるものとする。

※ただし、実用化開発フェーズは8年間

◼※別紙2.-(2)- ⑥企業化状況報告書および収益納付 参照

２．収益納付：交付規程 第25条
◼補助事業者に相当の収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対

して交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ず

ることができる。

◼期間は、補助事業の完了年度の翌年度以降5年間とする。

※ただし、実用化開発フェーズは8年間

１．処分制限：交付規程 第16条
◼ 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械および

重要な器具その他の財産が対象（耐用年数内）

◼期間は、昭和53年通商産業省告示第360号を準用する。

[内容]

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付し、

又は担保に供しようとする場合には、あらかじめ、当機構の承認を

受ける必要がある。

4．CO2排出削減の取組状況の報告
◼提案技術に関する排出削減効果を毎年度報告 ※

実用化開発フェーズと実証開発フェーズおよび重点課題推進スキーム

が対象
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（ウ）「中堅企業」としての企業
⚫常時使用する従業員の数が2,000 人以下

＜添付資料4＞企業種別の定義

（後略）
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公募要領

重点課題推進スキーム
※個別課題推進スキームとの相違点のみ
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＜対象＞

業界の共通課題および異業種に跨る課題の解決

に繋げる革新的な技術開発や新技術に関する統

一的な評価手法の開発等、複数事業者が連携・

協力して取り組むテーマに係る技術開発

１．事業内容および公募対象

(３)技術開発フェーズ

◼ 重点課題推進スキーム

◼ 事業期間は8年以内で、フェーズⅠは5年以

内、フェーズⅡは3年以内

◼ ※単独フェーズでの提案は2年以上が必要

◼ フェーズを組み合わせた場合

◼ 現フェーズ終了前に「ステージゲート審査」を

実施。

◼ 同一フェーズ3年以上の場合

◼ ３年又は４年事業は２年目終了前に、５年

の事業は３年目終了前に「中間評価」を実施

◼ 事業の進捗状況の報告

重点課題推進スキームは原則毎年度末「技

術委員会」にて事業の進捗状況を報告



（7）技術開発課題

61

本スキームの応募には

「重要技術」および「技術開

発課題」に該当する必要が

あります。

技術開発課題が

８課題（課題番号A～H）

に限定されています。

１．事業内容および公募対象
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以下の省エネ効果量を記載。

・2040年度時点

・販売開始から3年後時点

※10万kL/年未満の提案は

認めません。

１．事業内容および公募対象

（8）対象となる省エネルギー効果量



（3）実施体制

63

＜実施体制の要件＞

◼ 事業期間内に2社以上の企業が補
助先として参画すること

◼ 開発成果の普及を主導する組織、
団体等を実施体制に含めること

２．応募要件・実施要件等
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（3）提案書類の作成

＜提案書本文ページ数＞ 

・ 重点課題推進スキームは

 2６ページ以内

４．応募方法

①提案書本文（様式１）
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<添付資料３>「補助事業」のポイント

３．企業化状況報告書：交付規程 第24条
◼補助事業者に補助事業の完了年度の翌年度以降5年間

（フェーズⅠは8年間） 、当該補助事業に係る過去１年間

の企業化状況について、報告書を提出させるものとする。

◼※別紙2.-(2)- ⑥企業化状況報告書および収益納付 参照

２．収益納付：交付規程 第25条
◼補助事業者に相当の収益が生じたと認めたときは、補助事業

者に対して交付した補助金の全部又は一部に相当する金額

の納付を命ずることができる。

◼期間は、補助事業の完了年度の翌年度以降5年間（フェー

ズⅠは8年間）とする。

１．処分制限：交付規程 第16条
◼取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械お

よび重要な器具その他の財産が対象（耐用年数内）

◼期間は、昭和53年通商産業省告示第360号を準用する。

[内容]

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付し、

又は担保に供しようとする場合には、あらかじめ、当機構の承認を

受ける必要がある。

4．CO2排出削減の取組状況の報告
◼提案技術に関する排出削減効果を毎年度報告

※実用化開発フェーズと実証開発フェーズおよび重点課題推進

スキームが対象


